
記入例３　退職所得分を合算して納入される場合 ※金額欄に￥マークは記入しないでください。
　金額に変更がない場合、納入金額欄に記入する必要はありません。

（裏）

退職所得に係る市民税・県民税額の計算方法について
○退職所得に係る市民税・県民税額の計算方法

(百円未満の端数切捨て)

（表）

※１　退職所得控除額
　イ　勤続年数が20年以下の場合
　　　400,000円×勤続年数（800,000円に満たないときは、800,000円）
　ロ　勤続年数が20年を越える場合
　　　8,000,000円＋700,000円×（勤続年数－20年）
※２　次の場合は適用がありません。
　イ　勤続年数が５年以下の法人役員が支払いを受ける退職金
　ロ　勤続年数が５年以下の一般従業員等の退職金の額から退職所得控除額を差し
　　　引いた額のうち300万円を超える部分の退職金

× ＝ 市民税
　･･･(A)

県民税
　･･･(B)

特別徴収税額税率　　　　　※１　　　　　　　 ※２
｛(収入金額 － 退職所得控除額) × １／２｝

退職所得の金額
(千円未満の端数切捨て)

例）勤続年数25年で、14,223,632円の退職手当を受けた場合
［退職所得控除額］　8,000,000円＋700,000円×（25年－20年）＝11,500,000円
［退職所得の金額］　（14,223,632円－11,500,000円）×１／２＝1,361,816円→1,361,000円
［市　民　税　額］　1,361,000円×６％＝81,660円→81,600円
［県　民　税　額］　1,361,000円×４％＝54,440円→54,400円

市民税
６％

県民税
４％
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